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水環境、水質保全に関する状況 

 

１ 水域の状況 
 

本市は、中央を流れる山口県下 大河川の錦川水系を中心に、小瀬川、島田川、由宇川等

の水系を有しており、小瀬川には１ヵ所、錦川には２ヵ所の湖沼があります。また、市域の

南東部は瀬戸内海に面しています。 

■図表4-1 水域の状況 

 

節 １ 第 
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２ 環境基準の達成状況 
 

本市域内の河川、海域等における環境基準の達成状況をみると、河川のBODについては

小瀬川水域の１地点で平成28年度に未達成であったほかは、環境基準を達成しています。 

湖沼については、山代湖のCODが平成26年度に未達成であったほかは、環境基準を達成

しています。T-N、T-Pは、弥栄湖のみ環境基準を達成しています。 

また、海域については、CODは岩国港（1）で環境基準を達成しています。岩国港（2）

では隔年で達成と未達成を繰り返しており、それ以外はいずれの地点も未達成となっていま

す。T-N、T-Pはいずれの地点も環境基準を達成しています。 

■図表4-2 水質保全状況 

 
資料：岩国市「岩国市の環境（第 49 報）」 

 

 環境基準値とは  

 国においては、健康を保護し及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準として「環境基

準値」を定めています。 

 河川水質の環境基準は、水素イオン濃度（pH）や生物化学的酸素要求量(BOD)等について水域ごとに

定められています。 

 BOD は、有機物質などが酸化・分解される際に消費される酸素量を示すもので、有機物汚濁の指標とさ

れ、値が高くなるにつれ汚濁していることを示します。なお、海域、湖沼では化学的酸素要求量（COD）が

対象となります。 

 T-N は総窒素量、T-P は総リン量を示します。いずれも海域や湖沼において、プランクトンが異常に発生

するなどして水質が汚濁する富栄養化の指標です。 

環境基準類型 指定 年度ごとの達成状況

あてはめ水域名 類型 24 25 26 27 28

河川 小瀬川 AA BOD 1 ○ ○ ○ ○ ×

A BOD 1 ○ ○ ○ ○ ○

B BOD 1 ○ ○ ○ ○ ○

錦川 AA BOD 2 ○ ○ ○ ○ ○

A BOD 4 ○ ○ ○ ○ ○

B BOD 2 ○ ○ ○ ○ ○

由宇川 A BOD 2 ○ ○ ○ ○ ○

島田川 A BOD 3 ○ ○ ○ ○ ○

湖沼 弥栄湖 A COD 1 ○ ○ ○ ○ ○

菅野湖 A COD 1 ○ ○ ○ ○ ○

山代湖 A COD 1 ○ ○ × ○ ○

海域 大竹・岩国地先海域 A COD 4 × × × × ×

岩国港（２） B COD 3 ○ × ○ × ○

岩国港（１） C COD 2 ○ ○ ○ ○ ○

広島湾西部 A COD 3 × × × × ×

環境基準類型 指定 年度ごとの達成状況

あてはめ水域名 類型 24 25 26 27 28

湖沼 弥栄湖 Ⅱ T-N,T-P 1 ○ ○ ○ ○ ○

菅野湖 Ⅱ T-N,T-P 1 × × × × ×

山代湖 Ⅱ T-N,T-P 1 × × × × ×

海域 大竹・岩国地先海域 Ⅱ T-N,T-P 2 ○ ○ ○ ○ ○

岩国港（２）

岩国港（１）

広島湾西部 Ⅱ T-N,T-P 4 ○ ○ ○ ○ ○

T-N
T-P

BOD
COD

分類 項目 地点数

地点数項目分類
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生活排水処理の現状と課題 

 

１ 生活排水処理の流れ 
 

(１) 現 状 
 

本市域で排出される生活排水のうち、台所排水などの生活雑排水は、公共下水道、農業集

落排水、合併処理浄化槽により処理しています。一方、し尿・浄化槽汚泥は、本市並びに一

部事務組合のし尿処理施設で処理しています。 

し尿処理施設においては、にしきクリーンセンター管内のし尿などを平成30年4月からみ

すみクリーンセンターで集約処理しています。 

■図表4-3 生活排水処理の流れ 

 

 浄化槽とは  

浄化槽法の改正により、法により定義される浄化槽は「合併処理浄化槽」のみとなり、単独処理浄化槽の

区分はなくなりました。ただし、実際には使用されているため、「みなし浄化槽」と呼ばれています。本計画で

は従前の名称（単独処理浄化槽）を用いています。 

非
水
洗
化
人
口

水
洗
化
人
口

自家処理人口

公共下水道人口

農業集落排水人口

農業集落排水処理施設

公共下水道

周南処理区

農地還元等

浄化槽汚泥

し尿

生活雑排水

し尿

生活雑排水

し尿

し尿

し尿処理施設

玖西環境衛生組合

真水苑

谷津地区・野口地区玖珂地域

計画収集人口
（し尿収集）

合併処理浄化槽人口
（集落排水除く）

単独処理浄化槽人口

一文字処理区

湊原地区

由宇処理区

本郷地区・宇塚地区本郷地域

錦地域 向峠地区・宇佐郷地区

美川地域 佐手地区・南桑地区

美和地域 佐坂地区・秋掛地区
西畑地区

由宇地域

岩国地域

由宇地域

玖珂地域
周東地域

尾津処理区

一部
汚水

玖珂地域
周東地域

岩国地域

由宇地域

本郷地域
錦 地 域
美川地域
美和地域

浄化槽汚泥

委託処理
（たい肥化）

下水道汚泥等

直営処理
（焼却）

集落排水処理施設汚泥等
（浄化槽汚泥）

広瀬処理区錦地域

脱水汚泥等

直営処理
（焼却・たい肥化）

委託処理
（たい肥化）

脱水汚泥等

脱水汚泥等

し尿 浄化槽汚泥

周東環境衛生組合
衛生センター

節 ２ 第 



  106  

(２) 課 題 
 

本市域で排出される生活排水の処理施設のうち、し尿・浄化槽汚泥を処理しているし尿処

理施設は、旧市町村単位で整備されたものです。処理の効率化の観点から、集約処理を進め

るものとしており、にしきクリーンセンターでの処理を停止し、平成30年4月からみすみク

リーンセンターでの処理を開始しました。 

今後も地域ごとの排出状況、処理施設の状況等を踏まえ集約処理による効率化を図ること

が必要です。 

 

 

２ 生活排水処理形態別人口 
 

(１) 現 状 
 

本市の処理形態別人口は、平成29年度において公共下水道人口が43,216人、農業集落

排水人口が3,294人、合併処理浄化槽人口が47,463人、生活排水を処理している人口は合

計93,973人で、生活排水を処理している人口の割合（生活排水処理率）は68.6％です。 

 

(２)  課 題 
 

公共下水道は、計画する地区において順

次、施設整備を進めることが必要です。ま

た、農業集落排水の施設整備は概ね終了し

ています。それぞれ未接続世帯において早

期の接続が必要です。公共下水道や農業集

落排水の整備地区以外では、浄化槽の普及

が必要です。 

■図表4-4 処理形態別人口の内訳（平成29年度） 

  

 生活排水処理率とは  

本計画における処理形態別人口は、以下の通りとします。 

 公共下水道人口 ＝ 公共下水道に接続している市民の数 

 農業集落排水人口 ＝ 農業集落排水施設に接続している市民の数 

 合併処理浄化槽人口 ＝ 合併処理浄化槽を設置している市民あるいは団地、アパート等の市民の数 

 単独処理浄化槽人口 ＝ 単独処理浄化槽（みなし浄化槽）を設置している市民あるいはアパート等の市民の数 

 計画収集人口 ＝ くみ取りトイレを設置している市民の数 

 自家処理人口 ＝ くみ取りトイレを設置し、し尿を肥料として活用している等の市民の数 

生活排水処理率は、し尿に加え、生活雑排水（台所やお風呂の排水等）を処理している人口の割合を

示し、以下の算定式で求めます。本市において生活排水処理を行う施設は、『公共下水道』、『農業集落

排水』、『合併処理浄化槽』です。 

 

  

計画収集人口

（し尿収集）

5,697人

4.2%

自家処理人口

1,215人

0.9%

公共下水道人口

43,216人

31.5%

農業集落排水人口

3,294人

2.4%

合併処理浄化槽人口

47,463人

34.6%

単独処理浄化槽人口

36,159人

26.4%

生活排水（し尿・生活雑排水）を処理している人口
計画処理区域内人口（行政区域内人口）

× 100＝生活排水処理率（％）

行政区域内人口 
137,044 人 
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３ し尿・浄化槽汚泥排出量 
 

(１) 現 状 
 

本市管内で排出されているし尿・浄化槽汚泥量はいずれも減少傾向にあり、平成29年度

においてし尿が6,970キロリットル、浄化槽汚泥が43,166キロリットル、合計で50,136

キロリットルです。 

 

■図表4-5 し尿・浄化槽汚泥量 

 

 

(２) 課 題 
 

し尿や浄化槽汚泥量は今後も減少することが見込まれますが、今後の排出量を注視し、適

正処理を行っていくことが必要です。公共下水道や農業集落排水は住宅が連担している地区

から順次整備されるため、当面、し尿・浄化槽汚泥の処理を継続的かつ安定的に行うことが

必要です。 

また、浄化槽は定期検査や清掃を行わないと機能を十分に発揮せず、下流側の河川等を汚

してしまうことも懸念されるため、浄化槽を設置している市民や事業者は、管理を適正に行

うことも重要です。 
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４ し尿・浄化槽汚泥の収集・運搬 
 

(１) 現 状 
 

本市のし尿・浄化槽汚泥の収集・運搬は、基本的に本市の許可業者が行っています。ただ

し、岩国地域の島しょ部（柱島、端島、黒島）のし尿は、島ごとに組織された環境衛生組合

が収集・運搬を行っています。 

また、玖珂地域、周東地域のし尿・浄化槽汚泥は、玖西環境衛生組合が委託した業者が収

集・運搬を行っています。 

■図表 4-6 し尿・浄化槽汚泥の収集・運搬体制 

地域 区分 収集・運搬体制 

岩国地域・玖北地域・由宇地域 し尿・浄化槽汚泥 許可業者（本市許可） 

岩国地域（島しょ部） し尿 

許可業者 
柱島環境衛生組合（本市許可） 
端島環境衛生組合（本市許可） 
黒島環境衛生組合（本市許可） 

※島しょ部から岩国港までの運搬は、各環
境衛生組合に委託、岩国港からみすみ
クリーンセンターまでの運搬は直営にて
行っている。 

玖珂地域・周東地域 し尿・浄化槽汚泥 委託業者（玖西環境衛生組合委託） 

◆島しょ部のし尿の収集・運搬 

島内の収集 島内⇒岩国港 岩国港⇒みすみクリーンセンター 

 

 

  

 小型バキューム車を整備 

 地元住民による環境衛生組合に許可 

 し尿貯留槽（船）に積み替え、えい航 

 各環境衛生組合に運搬委託 

 し尿貯留槽からバキューム車に積み

替え 

 直営による運搬 

 

(２) 課 題 
 

今後、公共下水道の整備による計画収集人口（し尿収集）や浄化槽人口の減少に伴い、し

尿・浄化槽汚泥量も減少してくることが予測されます。排出量に応じた収集・運搬・処理体

制の維持が必要です。 

にしきクリーンセンター管内のし尿・浄化槽汚泥は、岩国市本郷ごみ処理場に中継施設を

整備する事業を進めています。 

島しょ部については、地域住民で組織した環境衛生組合が収集・運搬を行っていますが、

高齢化により体制維持が困難となっています。そのため、安定的な収集・運搬が行える体制

の整備についての検討が必要です。 
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５ し尿・浄化槽汚泥の処理体制 
 

(１) 現 状 
 

し尿・浄化槽汚泥の処理は、本市が管理するみすみクリーンセンターほか、3施設で行っ

てきました。そのうち、2つの組合施設は、構成市町との共同でし尿・浄化槽汚泥の処理を

行っています。 

なお、にしきクリーンセンターは処理を停止し、平成30年4月からみすみクリーンセンタ

ーへ中継運搬して集約処理を開始しています。 

また、２つの組合の処理施設は、玖西環境衛生組合の真水苑が供用後15年以上、周東環

境衛生組合の衛生センターが36年以上を経過しており、集約処理や施設の再整備の検討が

必要な時期となっています。 

■図表 4-7 し尿処理施設概要 

施 設 名 岩国市みすみクリーンセンター 岩国市にしきクリーンセンター 

所 在 地 岩国市三角町三丁目 2 番 7 号 岩国市錦町野谷 1210 番地 1 

処 理 方 式 標準脱窒素処理方式＋高度処理 ※岩国市本郷ごみ処理場に、し尿・浄化槽汚泥の

中継施設を整備するまでの間、中継施設として

利用し、その後、解体撤去する予定 公 称 能 力 
129kL/日（平成 30 年の軽微変更による） 

（し尿 21.8kL/日、浄化槽汚泥 107.2kL/日） 

供 用 開 始 平成 21 年 4 月 平成 6 年 4 月 
 

施 設 名 
玖西環境衛生組合 

汚泥再生処理施設 真水苑 

周東環境衛生組合 

衛生センター 

所 在 地 岩国市玖珂町 1401 番地 1 柳井市神代 2805 番地 1 

処 理 方 式 
膜分離高負荷脱窒素処理方式 

＋高度処理 
標準脱窒素処理方式＋高度処理 

公 称 能 力 
28kL/日 

（し尿 13kL/日、浄化槽汚泥 15kL/日） 

120kL/日 

（し尿 92kL/日、浄化槽汚泥 28kL/日） 

供 用 開 始 平成 15 年 4 月 昭和 57 年 5 月 

※一部事務組合の構成市町 
玖西環境衛生組合 ：岩国市（玖珂地域・周東地域）、周南市（熊毛地域） 
周東環境衛生組合 ：岩国市（由宇地域）、柳井市、上関町、田布施町、平生町 

 

(２) 課 題 
 

し尿・浄化槽汚泥は、公共下水道の整備による水洗化人口の増加及び人口の減少により減

少していくものと考えられます。排出量に応じた効率的な処理体制の構築が必要です。 

処理施設の集約については、し尿・浄化槽汚泥の排出状況を勘案し、慎重に検討していく

ことが必要です。 
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６ し尿処理施設から発生する汚泥等の処理・処分 
 

(１) 現 状 
 

し尿処理施設からは、汚泥・し渣・沈砂の残渣が発生します。 

本市ではこの残渣を可能な限りたい肥化等し、有効利用に努めています。 

本市のし尿処理施設から発生した残渣の 終処分量（一部事務組合の 終処分量を除く）

は、平成29年度において133.38トンとなっています。 
 

■図表 4-8 し尿処理施設から発生する残渣の処理・処分方法 

方法 

地域 
中間処理（水処理） 処理・処分方法 

岩国地域・玖北地域 
みすみクリーンセンター 

（標準脱窒素処理方式） 
焼却（汚泥・し渣・沈砂）⇒埋め立て 

由宇地域 
周東環境衛生組合 
衛生センター 
（標準脱窒素処理方式） 

たい肥化（汚泥全量） 
焼却（し渣・沈砂）⇒埋め立て 

玖珂地域・周東地域 
玖西環境衛生組合 
汚泥再生処理施設 真水苑 
（膜分離高負荷脱窒素処理方式） 

たい肥化（汚泥の一部） 
焼却（汚泥の一部・し渣・沈砂）⇒埋め立て 

※玖北地域（にしきクリーンセンター）のし尿・浄化槽汚泥は、平成 30 年 4 月からみすみクリーンセンターで集約処理している。  

 

■図表 4-9 平成 29 年度中間処理（水処理）後の施設別汚泥等排出量 

    施設 

種別 

みすみ 

クリーンセンター 

にしき 

クリーンセンター 
衛生センター 真水苑 

汚 泥 1,165ｔ/年 132ｔ/年 91ｔ/年 

それぞれの計量 

は行っていない 
し 渣 334ｔ/年 7ｔ/年 3ｔ/年 

沈 砂 11ｔ/年 ＜1ｔ/年 6ｔ/年 

合  計 1,510ｔ/年 139ｔ/年 100ｔ/年 55ｔ/年 

※埋め立て（ 終処分）の前に焼却処理するため、排出量＝資源化量+ 終処分量とはならない。 
 

 

(２) 課 題 
 

し尿処理施設から発生する残渣のうち有効利用できないものは焼却処理していることから、

焼却施設の集約化を進めるとともに焼却灰の有効利用を図り、 終処分量及び処理費用を削

減することが必要です。  
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７ 市民意識等 
 

(１) 現 状 
 

市民アンケート調査（平成 30 年 8 月実施、アンケート数 1,400、回答数 599）では、

川や海をきれいに保つ取り組みとして 3 割程度の市民が「皿汚れを新聞などで拭いてから

洗う」と回答しています。また、使用済み天ぷら油を「そのまま排水口へ捨てる」と回答し

た市民は 1％未満となっています。 

生活排水を処理する施設として「公共下水道」、「集落排水施設」、「浄化槽」などの種

類があることを「知っている」と回答した市民は 8 割程度、また、「自分が汚した水をき

れいにするため費用負担は仕方ない」と回答した市民は 7 割程度でした。 

自宅に設置している浄化槽の種類が「分からない」市民が 1 割程度、また、「保守点

検・清掃、法定検査を全て実施」していると回答した市民は 6 割程度となっています。 

 

■図表 4-10 市民アンケート調査結果（抜粋）（平成 30 年 8 月実施） 

    

  

 

    

 

 

(２) 課 題 
 

川や海をきれいに保つ取り組みや浄化槽の保守点検等を実施することに関して市民の理解

を深めていくことが必要です。 

  

新聞紙などで

拭いてから洗う

33.3%
そのまま洗う

63.5%

その他

3.2%

「廃食用油」として

資源品の日に出す

31.7%

新聞等に吸収・市販

の凝固剤使用などを

して焼却ごみに出す

61.0%

そのまま

排水口へ捨てる

0.9%

その他

6.4%

知っている

79.8%

知らない

20.2%

自分が汚した水をきれ

いにするため費用負担

は仕方ない

69.7%個人が費用負担してま

で水をきれいにしなく

てよい

2.3%

分からない

21.7%

その他

6.3%

単独処理浄化槽

43.3%合併処理浄化槽

44.0%

分からない

12.7%

保守点検・清掃、法定検査

全て実施

60.6%

保守点検・清掃のみ実施

34.2%

法定検査のみ実施

0.6%

何もしていない

4.6%

皿汚れの処理 使用済み天ぷら油の処理 生活排水処理施設の認知度 

生活排水処理の費用負担 自宅の浄化槽の種類 浄化槽の点検・清掃等の実施 
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基本理念 

 

本市には、錦川をはじめとする9つの水系があり、中でも 大の流域面積をもつ錦川は、

豊富な水量と山口県内の主要河川の中で も良質な水質に恵まれています。 

こうした水系は水道水源となっており、水質保全は重要課題です。生活排水処理を進める

ことは、安全でおいしい水を確保するための基本となります。また、環境衛生の向上ととも

に、豊かな自然環境の保全、美しい景観の創出のためにも生活排水の適正処理を推進するこ

とが必要です。 

上位計画や既定計画に基づき、下水道整備や浄化槽設置を進めてきましたが、いまだに処

理されずに河川に流される台所や風呂などの生活雑排水があります。 

本計画では、目標とする姿を「豊かな自然と充実した社会基盤により快適に暮らせるまち」

とします。また、その姿を実現するため、①生活排水処理の推進、②市民・事業者・行政の

協働による取り組みの推進を基本理念とします。 

 

■図表 4-11 生活排水処理の基本理念 

 

  

節 ３ 第 
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基本方針 

 

本市における生活排水処理の基本方針は、図表4-12の通りです。 

本市において、豊かな自然環境と都市が共生するまちづくりを進めるため、生活排水処理

に関する基本方針は、①生活排水処理の推進、②し尿・汚泥の適正処理推進とします。 

 

■図表 4-12 生活排水処理の基本方針 

 

 

≪生活排水処理施設の整備方針≫ 

① 人口の密集地域においては、集合型処理施設である公共下水道事業など、適切な処理

施設を選択して整備する。 

② 集落の形態をなさず、分散して立地している家屋については、合併処理浄化槽の整備

を促進する。 

③ 単独処理浄化槽を設置している家庭については、生活雑排水の処理を進めるため、個

別の状況を勘案しつつ合併処理浄化槽への転換を図る。 

 

市民や清掃業者の適正な浄化槽清掃への取り組みを進め
る。

汚泥の有効利用を継続するとともに、効率的な処理を進
めるため、必要な設備を整備する。

処理施設は、適正な維持管理に努めるとともに、処理の
効率化を図るため、順次集約化していく。

市民・事業者の生活排水処理への取り組みを進める。

市民・事業者の生活排水処理に関する意識の向上を図る
とともに、具体的な取り組みを実践するよう、協力を求
める。

地域の特性に見合った生活排水処理施設を整備し、かつ
適正な維持管理を行う。

節 ４第 
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計画・施策の体系 

 

生活排水処理計画の体系は、図表4-13の通りです。 

本計画では、目標とする姿を実現するために、今後実施する施策を示しています。 

■図表 4-13 計画・施策の体系 

 
  

節 ５ 第 



  115  

生活排水の処理主体 

 

本市における生活排水の処理主体は、図表4-14の通りです。また、生活排水の計画処理

区域は、本市全域とします。 

なお、し尿・浄化槽汚泥の収集・運搬は基本的に本市において許可した業者が行い、し尿

処理施設等へ搬入しています。 

ただし、玖珂・周東地域においては玖西環境衛生組合が委託により収集・運搬を行ってい

ます。また、島しょ部（柱島、端島、黒島）のし尿については、各島の環境衛生組合が本土

まで収集・運搬を行っています。 

 

■図表 4-14 生活排水の処理主体 

処理施設の種類 対象となる生活排水の種類 処理主体 

公共下水道 し尿・生活雑排水 本市（山口県※） 

農業集落排水 し尿・生活雑排水 本市 

合併処理浄化槽 し尿・生活雑排水 個人等・本市 

単独処理浄化槽 し尿 個 人 等 

し尿処理施設 し尿・浄化槽汚泥 

本市 

玖西環境衛生組合 

周東環境衛生組合 

※玖珂地域、周東地域の公共下水道は、本市において流域関連公共下水道事業（面的な整備）を行い、

山口県が幹線排水管から終末処理場の整備を行う周南流域下水道事業を行っています。 
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生活排水の処理計画 

 

１ 処理の目標 
 

本市における生活排水処理率は、現在（平成29年度）の68.6％を計画目標年度である

2023年度に75.9％とすることを目標とします。 

生活排水処理は、公共下水道及び合併処理浄化槽の整備によるものとします。 

 

■図表 4-15 生活排水処理の目標 

 

■図表 4-16 処理形態別人口の内訳 

 
※行政区域内人口は、ごみ処理計画との整合のため、各年度 10 月 1 日現在の人口を採用しています。 

水洗化・生活雑排水処理人口は、下水道事業計画、汚水処理施設整備構想に整合した各年度 3 月末

現在の人口です。 

 

現　　在 計画目標年度
(平成29年度) （2023年度）

68.6% 75.9%生活排水処理率

現　　在 計画目標年度
(平成29年度) （2023年度）

137,044人　 127,334人　

93,973人　 96,691人　

 公共下水道人口 43,216人　 49,539人　

 農業集落排水人口 3,294人　 3,053人　

 合併処理浄化槽人口 47,463人　 44,099人　

 行政区域内人口

 水洗化・生活雑排水処理人口

68.6%

75.9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2019 2020 2021 2022 2023

処
理

形
態

別
人

口
人

年度

公共下水道人口 農業集落排水人口
その他合併処理浄化槽人口 単独処理浄化槽人口
計画収集人口 自家処理人口
生活排水処理率

将来見込み

平成→ 西暦→
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２ 生活排水を処理する計画区域 
 

生活排水を処理する計画区域は図表4-17の通りです。 

■図表 4-17 生活排水処理区域 

   
注） 

・ 上図のうち、下水道計画区域は、「全体計画区域」を示しています。そのため、現在、整備事業を行

っている区域（事業認可区域）はその範囲内となります。 

・ 合併処理浄化槽を普及する区域は、公共下水道及び農業集落排水の未整備地域となります。 

資料：岩国市汚水処理施設整備構想（平成 28 年） 



  118  

 
生活排水処理の推進 〔基本方針１〕 

 

生活排水処理の推進に関する具体的な施策 

 

１ 生活排水処理施設整備 

 

施策１ 公共下水道整備推進 継続 

 

本市において整備する公共下水道事業の概要は、図表4-18の通りです。 

本市の公共下水道は、単独、流域関連及び特定環境保全公共下水道があり、生活環境の改

善と公共用水域の水質保全を目的として整備を進め、施設等の維持管理を行っています。 

事業認可を受け整備を進めているのは、単独公共下水道である一文字、尾津及び由宇処理

区、さらに、流域関連公共下水道である周南処理区の４処理区です。特定環境保全公共下水

道である広瀬処理区は平成19年度に整備完了しています。 

■図表 4-18 公共下水道事業の概要（平成 29 年度末現在） 

 
注）・岩国地域の保津処理区は、平成 24 年度の計画見直し時に保津分区として尾津処理区に編入しました。 

資料：岩国市下水道事業計画 

【施策スケジュール】 

 施 策 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

継 
続 

公共下水道 
整備推進 

整備・維持管理 

 
  

地 域

処 理 区

計 画 区 分 全体計画 事業計画 全体計画 事業計画 全体計画 事業計画

計 画 目 標 2035年度 2023年度 2035年度 2023年度 2035年度 2023年度

計画処理人口 31,116人 32,273人 39,714人 16,299人 4,070人 3,884人

処理区域面積 906.5ha 742.5ha 1,363.0ha 483.0ha 147.0ha 122.9ha

終 末 処 理 場

供 用 開 始

地 域

処 理 区

計 画 区 分 全体計画 事業計画 全体計画 事業計画 全体計画 事業計画

計 画 目 標 2028年度 2022年度 2028年度 2022年度 2024年度 2024年度

計画処理人口 8,265人 8,310人 6,226人 6,330人 2,100人 2,100人

処理区域面積 300.0ha 290.6ha 404.7ha 378.8ha 84.77ha 84.77ha

終 末 処 理 場

供 用 開 始 平成3年 平成3年 平成13年

由宇地域岩国地域

玖珂地域 周東地域 錦地域

一文字終末処理場
(合流式・分流式)

岩国南せせらぎセンター
(分流式)

由宇浄化センター
(分流式)

由宇処理区一文字処理区 尾津処理区

周南流域下水道浄化センター
（分流式）

周南流域下水道浄化センター
（分流式）

広瀬浄化センター
（分流式）

昭和56年 平成20年 平成17年

周南処理区（玖珂分区） 周南処理区（周東分区） 広瀬処理区

節 ８ 第 
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施策２ 農業集落排水 継続 

 

本市の農業集落排水処理施設整備事業の概要は、図表4-19の通りです。 

農業集落排水は、現在、12地区（処理区）で整備が完了しています。このうち、玖珂地

域の２処理区と由宇地域の湊原処理区の一部は、公共下水道へ接続して汚水処理を行ってい

ます。今後は、施設の利用促進を図ることで生活排水処理を進めるものとします。 

■図表 4-19 農業集落排水処理施設整備事業の概要 

 
（資料：岩国市汚水処理施設整備構想） 

【施策スケジュール】 

 施 策 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

継 
続 

農業集落 
排水処理施設 

施設の利用促進・維持管理 

 

 

施策３ 浄化槽の整備推進 継続 

 

本市での浄化槽の整備推進は、個人設置型の事業である浄化槽設置整備事業と市町村設置

型の事業である特定地域生活排水処理事業にて行っています。 

個人設置型の事業は、個人が浄化槽を設置し管理するもので、本市では、公共下水道や農

業集落排水の処理区以外で浄化槽整備を推進するため、設置に対する補助金の交付制度を導

入しています。2019年度から2023年度の５年間において、年間230基、842人を目途

に設置する計画です。 

一方、市町村設置型の事業は、市が浄化槽を設置、管理し、その負担を使用料として徴収

するもので、周東町祖生において年間10基、34人を目途に設置する計画です。 

■図表 4-20 合併処理浄化槽設置整備事業の概要（年間計画） 

 

【施策スケジュール】 

 施 策 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

継 
続 

浄化槽の 
整備推進 

合併処理浄化槽設置整備 

 
  

地 域 由宇地域

処 理 区 湊原 谷津 野口 本郷 宇塚 向峠

供 用 開 始 平成8年4月 平成7年4月 平成9年4月 平成9年4月 平成22年4月 平成8年4月

計画処理区域面積(ha) 15.0 23.5 3.5 72.2 11.2 19.0

計 画 処 理 人 口 ( 人 ) 1,251 558 165 1,015 58 139

地 域

処 理 区 宇佐郷 佐手 南桑 佐坂 秋掛 西畑

供 用 開 始 平成20年4月 平成1年12月 平成19年4月 平成3年4月 平成7年4月 平成12年4月

計画処理区域面積(ha) 29.6 2.0 12.0 36.0 8.5 13.9

計 画 処 理 人 口 ( 人 ) 230 70 256 582 145 181

玖珂地域 玖北地域

玖北地域

個人設置型 市町村設置型 計

設置基数 230基 10基 240基

処理人口 842人 34人 876人

１基あたり人口 3.66人/基 3.40人/基 3.65人/基

合併処理浄化槽設置に対する補助金 

市内の補助金交付対象地域で専用住宅
に浄化槽を設置しようとする人に対して、補
助金を交付します。 
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２ 生活排水の適正処理推進 

 

施策４ 家庭での取り組み推進 継続 

 

【既定計画期間の取り組みと課題】 

川や海などの公共用水域を保全するための種々の情報を広報いわくに等を通して提供して

きました。 

特に、公共下水道や浄化槽は、正しく使用することで汚水をきれいにする機能を発揮しま

す。積極的な情報提供により、市民や事業者の取り組みを促進することが必要です。 

一文字終末処理場、岩国南せせらぎセンターにおいては一般公開し、施設見学を受け入れ

ています。施設見学等は、生活排水に係る家庭での取り組み促進に有効であると考えられる

ため、より多くの市民に参加していただくことが必要です。 

■図表 4-21 一般公開・施設見学参加者数 

 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

一般公開 12 人 15 人 1 人 0 人 1 人 

施設見学 42 人 0 人 55 人 45 人 22 人 

注）平成 27 年度と平成 29 年度は、一文字終末処理場改築工事のため一般公開しておらず、 

岩国南せせらぎセンターのみの値である。 

【施策の方向】 

パンフレット配布や総合支所及び出張所等でポスター掲示を行うとともに、体験し、学習

してもらう機会をつくります。 

◆下水道の機能などを紹介したパンフレット(抜粋) 

 
資料：公益社団法人日本下水道協会 

【市民・事業者の役割】 

○ 常日頃から生活排水について考え、一人ひとりが各家庭から出る水の汚れをできるだ

け減らすよう取り組みましょう。 

【行政の役割】 

○ 水質保全につながる取り組みを、分かりやすく説明したチラシなどを配布します。 

○ 一文字終末処理場、岩国南せせらぎセンターへ施設見学者を受け入れます。 
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【施策スケジュール】 

 施 策 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

継 
続 

家庭での 
取り組み推進 

パンフレット等による情報提供 

 

継 
続 

施設見学・一般公開 

 

 

 

◆コラム  水にやさしい生活を送りましょう 

 

資料：環境省「生活排水読本」
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本市のマンホール（例） 

 

施策５ 水洗化の普及・啓発 見直し 

 

【既定計画期間の取り組みと課題】 

公共下水道や農業集落排水の整備地区では早期の接続、その他の地区では合併処理浄化槽

の設置や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への切替を促進するため、本市ホームページや

広報いわくに等により啓発・お知らせしています。 

具体的には、9月10日の「下水道の日」に合わせて、広報いわくにに啓発記事を掲載して

います。さらに、下水道工事に伴う対象者に対し、説明会を開催しています。 

【施策の方向】 

下水道への関心を高めるため、本市ホームページでの啓発記

事を充実させるとともに、マンホールカードを作成し、これを

アイテム（道具）とした環境イベント等を開催します。 

【市民の役割】 

○ 下水道整備地区では、早期に下水道に接続しましょう。そ

の他の地区では、合併処理浄化槽への切替等を行いましょう。 

【行政の役割】 

○ 生活排水処理の必要性を説明するなどし、公共下水道などに早期に接続してもらえる

よう、広報いわくにや本市ホームページを通じて市民への啓発、事業者への指導を行

います。 

○ マンホールカードをアイテムに下水道への関心を高めてもらえるよう啓発します。 

【施策スケジュール】 

 施 策 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

継 
続 

水洗化の 
普及・啓発 

広報・ホームページでの啓発 

 

追 
加 

マンホールカード作成・イベント開催等による普及啓発 

 

 マンホールカードとは  

 マンホールカードは、名所・名産品・ゆるキャラなど様々なデザインが施されたマンホール蓋をＧＫＰが企画・監修し、由

来、設置位置などを記載し、無償配布しているコレクションカードです。 

 マンホールカードは、下水道の大切さをより深く理解してもらうことを目的として発行されており、８月時点で364自治体

の指定配布場所に実際に訪れることで、無償で手に入れることができます。 

 カードの収集やマンホールサミット（イベント・下水道施設見学）などが開催されています。 

 ＧＫＰとは   

下水道広報プラットホーム（ＧＫＰ）は、下水道界

をはじめ様々な人々が交流する場として、情報共有

や広報活動を通し、下水道の真の価値を伝えるとと

もに、これからの下水道をみんなで考えていく全国

ネットワークです。 

マンホールサミットの様子 

 
資料：ＧＫＰ下水道広報プラットホームＨＰ（http://www.gk-p.jp/） 
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◆コラム  公共下水道接続の手続き ／ 合併処理浄化槽の機能 

 公共下水道への接続は、いろいろな手続きが必要です。本市ホームページでは手続きの流れを分

かりやすく示しています。また、「資金融資あっせん制度」も紹介しています。 

 
資料：岩国市都市建設部下水道課「下水道のしおり」 

 

 トイレのし尿のみを処理する単独処理浄化槽は、台所やお風呂の排水を処理しません。 

これらの排水も一緒に処理する合併処理浄化槽は、単独処理浄化槽を設置する家庭に対し、汚れ

を 1/8 に減らすことができます。 

 台所やお風呂の汚水も一緒に処理する合併処理浄化槽に付け替えましょう。 

本市では付け替えに補助金を交付しています。 

 
資料：環境省浄化槽サイト（http://www.env.go.jp/recycle/jokaso/index.html） 

  



  124  

施策６ 浄化槽の適正管理 継続 

【既定計画期間の取り組みと課題】 

浄化槽の機能を正常に発揮させるためには保守点検、清掃及び法定検査が不可欠です。そ

のため、6月の環境月間及び10月1日の「浄化槽の日」に合わせて、広報いわくに、本市ホ

ームページ等で浄化槽の適正管理を啓発しています。浄化槽の重要性について理解してもら

うための工夫が必要です。 

【施策の方向】 

引き続き、岩国環境フェスタ、広報いわくに、本市ホームページ等での周知を図り、清掃

業者や保守点検業者に市民への啓発を依頼するなど情報提供の機会を増やす方法について検

討します。 

◆浄化槽の正しい使い方 

    

    

    

    

資料：環境省浄化槽サイト 

【市民・事業者の役割】 

○ 台所から廃食用油は流さないようにしましょう。また、便器の掃除には微生物に影響す

るような薬剤は使用しないようにしましょう。 

○ 浄化槽管理者は、保守点検、清掃、法定検査を行いましょう。 

【行政の役割】 

○ 合併処理浄化槽の保守点検や清掃に関する情報を広報いわくにや本市ホームページを

通じて提供します。また、保守点検業者や清掃業者に対し、山口県との連携のもと、

適正な管理が確実に行われるよう指導していきます。 

【施策スケジュール】 

 施 策 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

継 
続 

浄化槽の 
適正管理 

広報・ホームページでの啓発 

 
  

トイレの洗浄水は十分な量を流す 便器の掃除に微生物に 
影響する薬剤を使用しない 

トイレにトイレットペーパー 
以外の異物を流さない 

浄化槽の電源は切らない 
通気口や送風機の空気 
取り入れ口はふさがない 

マンホールの上に物を置かず、 
蓋はいつもきちんと閉めておく 

台所から、野菜くずや 
天ぷら油などは流さない 
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◆コラム  浄化槽は法で決められた検査・点検等を行いましょう 

① 浄化槽管理の流れ 

 

② 保守点検 

 浄化槽保守点検業者の登録制度が実施されています。
保守点検は、山口県の登録を受けた保守点検業者に 
委託してください。 

 浄化槽の色々な装置が正しく働いているかを点検し、
水質検査により汚泥の状態を確認します。 

 汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充、モ
ーターの点検を行います。 

〔保守・点検回数〕 

処理方法 浄化槽の種類 回  数 

分離接触ばっ気方式 
嫌気ろ床接触ばっ気方式 
又は脱窒ろ床接触ばっ気方式 

１ 処理対象人員が 20 人以下の浄化槽 4 か月に 1 回以上 

２ 処理対象人員が 21 人以上 
50 人以下の浄化槽 

3 か月に 1 回以上 

活性汚泥方式 ———————— 1 週に 1 回以上 

回転盤接触方式 
接触ばっ気方式 
又は散水ろ床方式 

１ 砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は 
凝集槽を有する浄化槽 

1 週に 1 回以上 

２ スクリーン及び流量調整タンク 
または流量調整槽を有する浄化槽 
（１に掲げるものを除く） 

2 週に 1 回以上 

３ １及び２に掲げるもの以外の浄化槽 3 か月に 1 回以上 

③ 清   掃  

 浄化槽の清掃は、市の許可を受けた浄化槽清掃業者に
委託してください。 

 浄化槽に、処理によって生じた汚泥がたまりすぎると
処理が不十分になり、悪臭の原因になります。 

 汚泥などを引き抜き、付属装置を洗浄したり、掃除す
ることが必要です。 

④ 法定検査 

 法定検査は、山口県の指定する検査機関が実施します。 
 浄化槽の維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能がきちんと確保されている

かを確認するのが「法定検査」です。 
 「保守点検」「清掃」とは別に、法定検査を年に一回必ず受けなければなり

ません。 

⑤ 記録の保存 
 保守点検及び清掃の記録は、３年間保管する義務があります。 
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し尿・汚泥の適正処理推進 〔基本方針２〕 

 

し尿・浄化槽汚泥の排出量等の将来見込み 
 

本市において処理するし尿・浄化槽汚泥量は、図表4-22の通りです。 

し尿・浄化槽汚泥とも平成30年に増加しましたが、将来的には減少し、2023年度には

年間48,900キロリットル程度になると見込まれます。 

■図表 4-22 し尿・浄化槽汚泥の将来見込み量 
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し尿・汚泥の適正処理推進に関する具体的な施策 

 

１ 排出抑制の推進 
 

(１) 排出抑制に関する目標 
 

 浄化槽の管理を行う市民、事業者に対し、浄化槽に関する正しい知識をもってもら

い、さらに、浄化槽清掃の許可業者は正しく汚泥を引き抜くことで、汚泥の排出を抑

制します。 

 

(２) 排出抑制に関する施策 
 

施策１ 浄化槽に関する知識の向上 継続 

【既定計画期間の取り組みと課題】 

浄化槽は、定期的に清掃しないと汚泥が腐敗などし、し尿処理施設における処理を困難な

ものとします。そのため、浄化槽法に基づく「保守点検」、「清掃」、「法定検査」につい

て、本市ホームページ等により啓発しています。浄化槽の管理者は、設置者であることを理

解し、適正な管理に努めることが必要です。 

【施策の方向】 

浄化槽汚泥の引き抜きについては、浄化槽法第9条の規定により行うこととされており、

汚泥の引き抜き量は浄化槽の型式により異なります。設置している浄化槽の型式や正しい清

掃方法について岩国環境フェスタ、広報いわくに、本市ホームページ等で引き続き市民（管

理者）に情報提供を行い、市民の浄化槽清掃に対する知識の向上を図っていくものとします。 

◆浄化槽の機能と清掃（汚泥の引き抜き） ※嫌気ろ床接触ばっ気方式の場合 

 

 

 

  
  

嫌気ろ床槽第１室 
 スカム、堆積汚泥等を引き抜き、

室内水等を含め全量引き出す。 

 所定の水位まで水張りする。 

嫌気ろ床槽第２室・接触ばっ気槽・沈殿槽 

 スカム、堆積汚泥等の状況に応じて適正量を引き抜く。 
すべての堆積汚泥等を引き抜いてしまうと微生物がなくなり、水質浄化機能を
失います。 

 所定の水位まで水張りする。 
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【市民・事業者の役割】 

○ 浄化槽管理者は、適正に管理しましょう。 

【行政の役割】 

○ 合併処理浄化槽の保守点検や清掃に関する情報を広報いわくにや本市ホームページを

通じて提供します。また、保守点検業者や清掃業者に対し、山口県と連携し、適正な

管理が確実に行われるよう指導していきます。 

【施策スケジュール】 

 施 策 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

継 
続 

浄化槽に関する
知識の向上 

広報・ホームページでの啓発 

 

 

 

 

施策２ 浄化槽清掃業者の指導 継続 

【既定計画期間の取り組みと課題】 

浄化槽は形式などにより汚泥の引き抜き量が異なりますが、間違った認識によって引き抜

き量が多くなると適正な維持管理の妨げになります。本市では、年に２回以上清掃業者との

協議を行い、適正な管理が行われるよう指導しています。 

保守点検業者や清掃業者は、点検作業時等において市民と接することから、市民への説明

者となり知識を広めることができます。 

【施策の方向】 

浄化槽の清掃（汚泥の引き抜き）に関し、清掃業者に対して法に基づく適正な汚泥の引き

抜きを行うよう指導します。 

【市民・事業者の役割】 

○ 浄化槽管理者は、適正に管理しましょう。 

○ 保守点検業者、清掃業者は市に協力し、適正な浄化槽の保守、清掃を行いましょう。 

【行政の役割】 

○ 合併処理浄化槽の保守点検や清掃に関する情報を広報いわくにや本市ホームページを

通じて提供します。また、保守点検業者や清掃業者に対し、山口県との連携のもと、

年２回以上の清掃業者との協議を継続し、適正な管理が確実に行われるよう指導して

いきます。 

【施策スケジュール】 

 施 策 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

継 
続 

浄化槽清掃業者 
の指導 

広報・ホームページによる提供・年２回以上の協議 
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２ 有効利用の推進 
 

(１) 有効利用に関する目標 
 

 し尿・浄化槽の処理工程で発生する汚泥は、たい肥化あるいはセメント原料化し、有

効利用します。 

 

(２) 有効利用に関する施策 
 

施策３ 脱水汚泥の有効利用 継続 

【既定計画期間の取り組みと課題】 

現有し尿処理施設では、処理工程で発生する脱水汚泥について、玖西環境衛生組合の真水

苑では一部をたい肥化処理、周東環境衛生組合の衛生センターでは委託によりたい肥化して

います。 

【施策の方向】 

玖西環境衛生組合の真水苑での一部をたい肥化処理、周東環境衛生組合の衛生センターで

の委託によるたい肥化は継続実施します。 

みすみクリーンセンターから発生する脱水汚泥については、処理の効率化を図るため、サ

ンライズクリーンセンター（新ごみ焼却施設）へ搬入、焼却処理し、焼却灰をセメント原料

化することで有効利用を図ります。 

◆汚泥の有効利用方法 

みすみクリーンセンター 

（ 本 市 ） 

汚泥等をサンライズクリーンセンター（新ごみ焼却施設）で焼却処理

し、焼却灰をセメント原料化 

真 水 苑 

（玖西環境衛生組合） 

たい肥化（一部） 

衛 生 セ ン タ ー 

（周東環境衛生組合） 

たい肥化（民間委託） 

【行政の役割】 

○ し尿処理施設の適正管理を行い、脱水汚泥の有効利用を継続します。 

○ 焼却処理できるよう、脱水汚泥の性状を適正に管理します。 

【施策スケジュール】 

 施 策 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

継 
続 

脱水汚泥の 
有効利用 

たい肥化（玖西環境衛生組合・周東環境衛生組合） 

 

継 
続 

セメント原料化（本市） 
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３ 収集・運搬計画 
 

(１) 収集・運搬に関する目標 
 

 し尿・浄化槽汚泥の収集・運搬体制を維持し、安定かつ継続的な収集・運搬を行いま

す。 

 し尿処理施設の集約にあわせた効率的な中継運搬を行います。 

 

(２) 収集・運搬の範囲・方法・量 
 

し尿・浄化槽汚泥の収集・運搬を行う範囲は、本市全域とします。 

また、収集・運搬は、基本的に本市の許可業者が行うものとします。ただし、玖珂地域・

周東地域のし尿・浄化槽汚泥は、玖西環境衛生組合による委託収集とし、島しょ部（柱島、

端島、黒島）のし尿は各島の環境衛生組合が収集・運搬するものとします。 

なお、収集運搬量は減少傾向となると予測されるため、その状況に応じた収集・運搬体制

を構築していくものとします。 

 

■図表 4-23 収集・運搬の範囲・方法 

 し尿 浄化槽汚泥 

収集・運搬の範囲 市内全域 市内全域 

収
集
・
運
搬
の
方
法 

岩国地域 

（島しょ部含む）
由宇地域 

玖北地域 

許可業者（本市許可） 許可業者（本市許可） 

玖珂地域 

周東地域 
委託業者（玖西環境衛生組合委託） 委託業者（玖西環境衛生組合委託） 

 

■図表 4-24 収集運搬量 
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(３) 収集・運搬に関する施策 
 

施策４ 処理の集約化に伴う収集・運搬の効率化  重点施策 

 

【既定計画期間の取り組みと課題】 

玖北地域のし尿・浄化槽汚泥は、平成30年4月からみすみクリーンセンターでの集約処理

を開始しています。現在、運用を終了したにしきクリーンセンターを中継施設として有効利

用していますが、より効率的な中継運搬のための中継施設が必要です。 

【施策の方向】 

玖北地域のし尿・浄化槽汚泥を効率的にみすみクリーンセンターへ搬入するための施設と

して、2019年度内を目途に、岩国市本郷ごみ処理場内に中継施設を整備します。 

◆集約処理事業の概要 

処 理 地 域 玖北地域（本郷地域・錦地域・美川地域・美和地域） 

集 約 処 理 施 設 みすみクリーンセンター 

処 理 対 象 し尿・浄化槽汚泥 

中 継 施 設 場 所 岩国市本郷ごみ処理場 

施 設 概 要 中継槽（約３０ｍ３） 

運 搬 方 法 バキューム車（6ｋL） 

供 用 開 始 予 定 2020年度 

 

【行政の役割】 

○ 中継運搬の効率化を図るため、岩国市本郷ごみ処理場内に中継施設を整備します。 

○ 運搬体制の変更に伴う情報について、必要に応じて市民、収集運搬業者へ周知します。 

【施策スケジュール】 

 施 策 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

継 
続 

収集・運搬
の効率化

（施設の集約化） 

し尿・浄化槽汚泥中継運搬（平成 30 年 4 月から開始） 

 

新 
規 

中継施設整備 運用 
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施策５ 収集・運搬体制の維持（許可業者指導） 継続 

 

【既定計画期間の取り組みと課題】 

し尿や浄化槽汚泥の収集運搬量は、いずれも減少することが見込まれますが、なくなるこ

とはありません。し尿や浄化槽汚泥は、収集・運搬が滞ると地域の公衆衛生や環境が維持で

きなくなってしまうことから、本市では、年に2回以上、収集運搬許可業者との協議を行い

安定した収集・運搬が行えるように努めています。 

なお、柱島、端島、黒島のし尿収集については、地域住民で組織した環境衛生組合が行っ

ていますが、高齢化により体制維持が困難となっています。そのため、安定的な収集が行え

る体制の整備についての検討が必要です。 

【施策の方向】 

適正な処理を推進するためには、搬入量を平準化することが有効です。安定した収集・運

搬が行えるよう、今後も継続して収集運搬許可業者との協議を行います。また、量的、質的

に安定した収集・運搬が行えるよう、運行計画について指導していくものとします。 

【業者の役割】 

○ 浄化槽の清掃業者は、適正な汚泥の清掃（引き抜き）を行い、汚泥排出量の削減に努

めましょう。 

【行政の役割】 

○ し尿・浄化槽汚泥の収集運搬量を注視し、安定した収集・運搬が行える体制の整備に

ついて検討します。 

【施策スケジュール】 

 施 策 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

継 
続 

収集・運搬 
体制の維持 
（許可業者指導） 

許可業者指導（年２回以上の協議） 
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施策６ し尿収集運搬業の許可 継続 

 

【既定計画期間の取り組みと課題】 

安定かつ継続した収集・運搬体制維持のため、現在、地域別に行っているし尿収集・運搬

に関する新たな許可は行っていません。今後、し尿や浄化槽汚泥の収集運搬量はいずれも減

少することが見込まれるものの、なくなることはないため、引き続き適正に収集・運搬可能

な体制を整えておく必要があります。 

【施策の方向】 

し尿収集・運搬に関する許可は、エリアの見直し等を行う場合を除き、新たな許可は行わ

ないものとします。 

【業者の役割】 

○ 収集運搬許可業者は、本市の適正処理推進に協力するため、定量的な収集を行いまし

ょう。 

【行政の役割】 

○ 収集運搬許可業者に対し、定量的な収集を指導していきます。 

○ し尿・浄化槽汚泥の排出量、収集運搬許可業者の状況、下水道の普及等に注視し、必

要に応じて収集・運搬エリアの見直しを検討します。 

【施策スケジュール】 

 施 策 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

継 
続 

し尿収集 
運搬業の許可 

現行を維持（新たな許可は行わない） 

  



  134  

４ 中間処理計画・最終処分計画 
 

(１) 中間処理・最終処分に関する目標 

 

 本市が運営するし尿処理施設は、定期検査の実施と計画的な補修などを行うことに

より、安定的な処理を行っていくものとします。 

 なお、し尿処理の集約化については、構成市町との協議等から長期的な視点で順次

行っていくものとします。 

(２) 中間処理・最終処分の方法 

し尿・浄化槽汚泥の中間処理（水処理）は現行通りとします。（P109 参照） 

みすみクリーンセンターから発生する汚泥等、周東環境衛生組合の衛生センターから発生

するし渣については、サンライズクリーンセンター（新ごみ焼却施設）で焼却処理し、焼却

灰はセメント原料化、焼却残渣は埋め立て（ 終処分）するものとします。 

その他の汚泥等の中間処理、 終処分の方法は現行通りとします。（P110 参照） 

また、処理の効率化を図るため、長期的に順次集約していくことを検討します。 

 

地域別 処理施設等 

岩国地域・本郷地域・
錦地域・美川地域・ 
美和地域 

みすみクリーンセンター 

由宇地域 周東環境衛生組合 衛生センター⇒集約処理等の検討 

玖珂地域・周東地域 玖西環境衛生組合 汚泥再生処理施設真水苑⇒集約処理の検討 

■図表 4-25 施設別処理量 

  

    

現　　在 計画目標年度
(平成29年度) （2023年度）

4,417ｋL/年 4,198ｋL/年 

32,733ｋL/年 35,985ｋL/年 

750ｋL/年 

2,954ｋL/年 

528ｋL/年 493ｋL/年 

2,691ｋL/年 2,383ｋL/年 

1,275ｋL/年 1,139ｋL/年 

4,788ｋL/年 4,687ｋL/年 

し尿

浄化槽汚泥

玖西環境衛生組合
汚泥再生処理施設　真水苑

し尿

浄化槽汚泥

周東環境衛生組合
衛生センター

施　　設 種　　別

みすみ
クリーンセンター

で集約処理

みすみ
クリーンセンター

し尿

浄化槽汚泥

にしき
クリーンセンター

し尿

浄化槽汚泥
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(３) 中間処理・最終処分に関する施策 

 

施策７ みすみクリーンセンターによる集約処理 継続 

 

【既定計画期間の取り組みと課題】 

玖北地域のし尿・浄化槽汚泥は、平成30年4月からみすみクリーンセンターにおいて集約

処理を開始しています。 

なお、由宇地域のし尿・浄化槽汚泥を処理している周東環境衛生組合の施設は、供用開始

から36年以上経過しており、現在、施設整備方針を検討しています。一方、玖西環境衛生

組合の施設は、 長でも2027年度までの操業期間となっているため、集約処理に向けた検

討が必要となっています。 

【施策の方向】 

みすみクリーンセンターについては、安定した処理ができるよう、施設の維持管理を行っ

ていくものとします。 

玖珂地域、周東地域、由宇地域のし尿・浄化槽汚泥は、当面、現処理体制において処理し

ていくものとし、組合構成市町の動向、本市の排出量等を踏まえて処理体制の再構築につい

て検討していくものとします。 

【行政の役割】 

○ みすみクリーンセンターの維持管理を行い、し尿・浄化槽汚泥の安定した処理を行う

ものとします。 

○ 効率的な処理体制を構築するため、組合構成市町との協議を行います。 

【施策スケジュール】 

 施 策 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

継 
続 し尿・浄化

槽汚泥の 
集約処理 

玖北地域のし尿・浄化槽汚泥をみすみクリーンセンターで処理（平成 30 年 4月開始）  

 

継 
続 

みすみクリーンセンターの維持管理 

 

【参考】 

周東環境 
衛生組合 

処理体制の再構築の検討 

 

玖西環境 
衛生組合 

処理体制の再構築の検討 

 

  



  136  

施策８ 汚泥等の集約処理 見直し 

 

【既定計画期間の取り組みと課題】 

みすみクリーンセンターで発生する汚泥・し渣・沈砂はみすみクリーンセンターで焼却処

理し、減容化して日の出町 終処分場に埋め立て（ 終処分）しています。 

一方、周東環境衛生組合の衛生センターで発生するし渣・沈砂は民間委託により処理して

います。 

【施策の方向】 

現在、みすみクリーンセンターで焼却処理している汚泥・し渣・沈砂は、2019年4月か

らサンライズクリーンセンター（新ごみ焼却施設）において焼却処理し、焼却灰をセメント

原料として有効利用します。 

さらに、現在、民間委託により処理している周東環境衛生組合の衛生センターで発生する

し渣についてもサンライズクリーンセンター（新ごみ焼却施設）において集約処理し、焼却

灰をセメント原料として有効利用するものとします。 

【行政の役割】 

○ サンライズクリーンセンター（新ごみ焼却施設）で焼却処理を行うため、みすみクリ

ーンセンターの維持管理を行い、搬出する汚泥等の安定した性状維持に努めます。 

【施策スケジュール】 

 施 策 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

見 
直 
し 

汚泥等の 
集約処理 

汚泥・し渣・沈砂をサンライズクリーンセンター（新ごみ焼却施設）で焼却処理 

 

新 
規 

衛生センター
し渣の 

集約処理 

し渣をサンライズクリーンセンター（新ごみ焼却施設）で集約処理 
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５ その他の計画 
 

施策９ 災害廃棄物対策 重点施策 

【既定計画期間の取り組みと課題】 

これまで災害時に発生するし尿・浄化槽汚泥は、「岩国市地域防災計画」にしたがい適正

処理を行うこととしてきました。頻発する災害に備え、2019 年 3 月に「岩国地域災害廃

棄物処理計画」を策定しました。 

【施策の方向】 

災害時に発生するし尿・浄化槽汚泥は、「岩国地域災害廃棄物処理計画」にしたがい適正

処理を行います。そのため、早急に災害廃棄物の収集・運搬体制と処理体制を整えることが

必要であり、本市内部にとどまらず、国・県・周辺市町、さらに民間事業者との連携につい

ても体制づくりを進めます。 

「岩国地域災害廃棄物処理計画」については、本市ホームページ等に掲載し、市民への周

知を図ります。また、平時からの市民意識向上のため、災害廃棄物の処理方法等の情報発信

に努めます。 

【市民・事業者の役割】 

○ 災害が発生した場合は、本市の対応策に協力しましょう。 

【行政の役割】 

○ 災害発生時に迅速に対応するための体制づくりを進めます。 

○ 市民・事業者に対し、「岩国地域災害廃棄物処理計画」の周知徹底を図り、災害廃棄

物に関する情報発信に努めます。 

【施策スケジュール】 

 施 策 2019 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

新 
規 

処理体制 
の構築 

構築・運用 

 

新 
規 

民間事業者 
との連携 

構築・運用 

 

継 
続 

災害廃棄物に 
関する情報発信 

継続 

 

新 
規 

災害廃棄物処
理計画の周知 

計画策定(2019.3)  周知継続 

 




